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(57)【要約】
【課題】受圧支柱部の高強度化を図るとともに、更に、
芝などの地被植物が繁殖し易い地被植物保護板を提供す
る。
【解決手段】保護板１は、格子状の基板部２に、多数個
の支柱部７が基板部２の各筋部３に沿って規則的に並ん
で立設されている。基板部２の筋部３同士の各交差部４
を中心に隣接する４個の支柱部７の上部が、第１連結リ
ブ部８により互いに結合されることで、支柱部結合体９
が形成されている。隣接する支柱部結合体９の下部同士
は、筋部３に沿って形成された第２連結リブ部10により
互いに結合されている。第２連結リブ部10により区画さ
れた区画室11が基板部２の網目開口部５毎に形成されて
いる。第２連結リブ部10の高さは、支柱部７の高さより
も低く設定されている。第１連結リブ部８の下部に、該
第１連結リブ部８を介して隣接する４個の区画室11を互
いに連通する連通孔12が設けられている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　網状の基板部の各筋部に、高さが等しい多数個の支柱部が前記筋部に沿って規則的に並
んで立設され、
　前記基板部の筋部同士の各交差部を中心に隣接する複数個の前記支柱部の少なくとも上
部が、第１連結リブ部により互いに結合されることにより、支柱部結合体が形成され、
　前記基板部の筋部に沿って隣接する前記支柱部結合体の下部同士が、前記筋部に沿って
形成された第２連結リブ部により互いに結合されるとともに、前記第２連結リブ部により
区画された区画室が前記基板部の網目開口部毎に形成され、
　前記第２連結リブ部の高さが、前記支柱部及び前記第１連結リブ部の高さよりも低く設
定されるとともに、
　前記第１連結リブ部の下部に、該第１連結リブ部を介して隣接する複数個の区画室を互
いに連通する第１連通孔が設けられていることを特徴とする地被植物保護板。
【請求項２】
　前記第１連結リブ部の高さが、前記支柱部の高さよりも低く設定されている請求項１記
載の地被植物保護板。
【請求項３】
　前記基板部の交差部の下面に、凹部が前記第１連通孔と連通した状態に設けられている
請求項１又は２記載の地被植物保護板。
【請求項４】
　前記第２連結リブ部の下部に、該第２連結リブ部を介して隣接する複数個の区画室を互
いに連通する第２連通孔が設けられている請求項１～３のいずれかに記載の地被植物保護
板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、公園、庭、駐車場、ヘリポート、ゴルフ場等に植え付けられる芝等の地被植
物を歩行者や車両等の踏圧による損傷から保護するために、地被植物の植え付け地に敷設
して使用される地被植物保護板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の地被植物保護板として、様々な構成のものが知られている（例えば、特許文献
１－７参照）。そのうち、例えば特開平５－３１６８８２号公報に開示された保護板は、
格子状の基板部の各交点に踏圧円筒が立ち上がり状に設けられている。
【特許文献１】特開平５－３１６８８２号公報
【特許文献２】特開２００７－２９０５１号公報
【特許文献３】特許第３８４２７１５号公報
【特許文献４】特開平５－６８４３８号公報
【特許文献５】実開平６－７２３４５号公報
【特許文献６】特許第３０５５９７９号公報
【特許文献７】特開平５－２３０６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　而して、上記従来の保護板においては、例えば自動車の発進時や停止時の負荷により踏
圧円筒等の支柱部が折損する不具合が生じることがあった。
【０００４】
　本発明は、上述した技術背景に鑑みてなされたもので、その目的は、地被植物の植え付
け地面上の重量物を下から支持する支柱部の高強度化を図るとともに、更に、地被植物が
繁殖し易い地被植物保護板を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は以下の手段を提供する。
【０００６】
　［１］　網状の基板部の各筋部に、高さが等しい多数個の支柱部が前記筋部に沿って規
則的に並んで立設され、
　前記基板部の筋部同士の各交差部を中心に隣接する複数個の前記支柱部の少なくとも上
部が、第１連結リブ部により互いに結合されることにより、支柱部結合体が形成され、
　前記基板部の筋部に沿って隣接する前記支柱部結合体の下部同士が、前記筋部に沿って
形成された第２連結リブ部により互いに結合されるとともに、前記第２連結リブ部により
区画された区画室が前記基板部の網目開口部毎に形成され、
　前記第２連結リブ部の高さが、前記支柱部及び前記第１連結リブ部の高さよりも低く設
定されるとともに、
　前記第１連結リブ部の下部に、該第１連結リブ部を介して隣接する複数個の区画室を互
いに連通する第１連通孔が設けられていることを特徴とする地被植物保護板。
【０００７】
　［２］　前記第１連結リブ部の高さが、前記支柱部の高さよりも低く設定されている前
項１記載の地被植物保護板。
【０００８】
　［３］　前記基板部の交差部の下面に、凹部が前記第１連通孔と連通した状態に設けら
れている前項１又は２記載の地被植物保護板。
【０００９】
　［４］　前記第２連結リブ部の下部に、該第２連結リブ部を介して隣接する複数個の区
画室を互いに連通する第２連通孔が設けられている前項１～３のいずれかに記載の地被植
物保護板。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は以下の効果を奏する。
【００１１】
　［１］の発明では、支柱部の高さが等しいので、各支柱部の高さが異なることで各支柱
部に荷重が不均一に加わる不具合を防止できる。
【００１２】
　さらに、複数個の支柱部が第１連結リブ部により互いに結合されることにより、支柱部
結合体が形成されているので、１個の支柱部よりも高い強度を有する支柱部結合体を形成
することができる。しかも、複数個の支柱部は、少なくともその上部が第１連結リブ部に
より互いに結合されているので、支柱部結合体の上部の強度は非常に高くなっている。
【００１３】
　さらに、基板部の筋部に沿って隣接する支柱部結合体の下部同士が、筋部に沿って形成
された第２連結リブ部により互いに結合されているので、各支柱部結合体は第２連結リブ
部により補強されており、これにより支柱部結合体の強度が更に高められている。その結
果、例えば自動車の発進時や停止時の負荷により支柱部や支柱部結合体が折損する不具合
を防止できる。
【００１４】
　しかも、第２連結リブ部の高さが、支柱部及び第１連結リブ部の高さよりも低く設定さ
れている。そのため、各区画室内に植生した地被植物の匍匐茎等が第２連結リブ部の上側
を通って隣接する区画室に向かって横方向に伸びうるものとなる。これにより、地被植物
が繁殖し易くなる。
【００１５】
　その上、第１連結リブ部の下部に、該第１連結リブ部を介して隣接する複数個の区画室
を互いに連通する第１連通孔が設けられている。そのため、各区画室内に植生した地被植
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物の匍匐茎や根等が第１連通孔を通って隣接する区画室に向かって横方向に伸びうるもの
となる。これにより、地被植物が更に繁殖し易くなる。
【００１６】
　もとより、基板部は網状なので、区画室内に植生した地被植物に散水した水を基板部の
網目開口部から排出することができる。すなわち、基板部の網目開口部は、地被植物に散
水した水の排出口として利用することができる。
【００１７】
　［２］の発明では、第１連結リブ部の高さが支柱部の高さよりも低く設定されている。
したがって、保護板上に歩行者や車両等が存在する場合において、歩行者の靴底や車両の
車輪等は、支柱部結合体を構成する複数個の支柱部及び第１連結リブ部のうち、支柱部の
上面には当接するが、第１連結リブ部の上面には当接しない。そのため、歩行者の歩行時
や車両の発進・停止時などに、地被植物の葉が第１連結リブ部の上面と靴底や車輪等との
間で擦れて切断され地被植物の繁殖が阻害されるという問題を解消することができ、これ
により地被植物が更に繁殖し易くなる。
【００１８】
　さらに、本発明に係る保護板においては、第１連結リブ部は、その下部に第１連通孔が
設けられた分だけ強度が低下しているが、上述したように、歩行者の靴底や車両の車輪等
は、第１連結リブ部の上面には当接しないので、歩行者や車両等からの荷重は、支柱部に
直接加わり、第１連結リブ部には直接加わらないものとなる。これにより、第１連結リブ
部に加わる荷重を低減することができ、もって、歩行者や車両等からの荷重による第１連
結リブ部の破損を防止することができる。
【００１９】
　［３］の発明では、基板部の交差部の下面に、凹部が第１連通孔と連通した状態に設け
られているので、区画室内に植生した地被植物の根が第１連通孔及び凹部を順次通って下
方向に延びうるものとなる。これにより、地被植物が更に繁殖し易くなる。さらに、地被
植物に散水した水を、基板部の網目開口部から排出するだけではなく更に第１連通孔及び
凹部を順次通って凹部開口からも排出することができる。これにより、水捌けを良くする
ことができる。
【００２０】
　［４］の発明では、第２連結リブ部の下部に、該第２連結リブ部を介して隣接する複数
個の区画室を互いに連通する第２連通孔が設けられている。そのため、各区画室内に植生
した地被植物の匍匐茎や根等が、第２連通リブ部の上側だけではなく更に第２連通孔を通
って隣接する区画室に向かって横方向に伸びうるものとなる。これにより、地被植物がよ
り一層繁殖し易くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、本発明の幾つかの実施形態について図面を参照して以下に説明する。
【００２２】
　本発明の一実施形態に係る地被植物保護板（１）は、図６に示すように、地被植物とし
て、公園、庭、駐車場、ヘリポート、ゴルフ場等に植え付けられる芝（２０）を、歩行者
や車両等の重量物の踏圧による損傷から保護するために、芝（２０）の植え付け地に敷設
して使用するものである。
【００２３】
　この保護板（１）は、射出成形により形成された硬質樹脂又は硬質プラスチック製のも
のであり、図１及び図２に示すように、例えば、長さ６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×高さ（
厚さ）４０～６０ｍｍ程度の大きさのものである。なお本発明では、保護板（１）の大き
さは上記の大きさであることに限定されるものではなく、敷設場所に応じて様々に変更可
能である。
【００２４】
　この保護板（１）は、網状として格子状（詳述すると正方格子状）の基板部（２）と、
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多数個の支柱部（７）となどを備えている。
【００２５】
　基板部（２）は、互いに交差（詳述すると直交）して配置された多数個の縦筋部（３）
及び横筋部（３）から構成されている。（４）は、基板部（２）の縦筋部（３）と横筋部
（３）とが交差した交差部である。また、（５）は、基板部（２）の多数個の網目開口部
である。各網目開口部（５）は、断面方形状（詳述すると断面正方形状）に形成されてお
り、芝（２０）に散水した水の排出口として利用されるものである。
【００２６】
　なお、基板部（２）の厚さｄは、例えば５～１５ｍｍに設定され、詳述すると例えば８
～１２ｍｍに設定されている（図４参照）。また、各筋部（３）の幅は、例えば１０～３
５ｍｍに設定され、詳述すると例えば１５～２５ｍｍに設定されている。各網目開口部（
５）の縦辺及び横辺の長さは、いずれも例えば１５～４５ｍｍに設定され、詳述すると例
えば２０～４０ｍｍに設定されている。
【００２７】
　多数個の支柱部（７）は、芝（２０）上に存在することのある歩行者や車両（例：自動
車）等の重量物（図示せず）を、該重量物の踏圧による損傷から保護するために下から支
持するものであり、図１及び図３～図５に示すように、基板部（２）の各筋部（３）に、
該筋部（３）に沿って規則的に並んで立ち上がり状に一体形成されている。具体的に説明
すると、支柱部（７）は、基板部（２）の各筋部（３）における各交差部（４）を挟んだ
両側近傍に１個ずつ形成されている。
【００２８】
　これらの支柱部（７）の高さは互いに等しく設定されており、またこれらの支柱部（７
）は円柱状（従って断面円形状）であり且つ互いに同一形状に形成されている。支柱部（
７）の高さについて具体的に示すと、図４に示すように、支柱部（７）の基板部（２）上
面からの高さａは、例えば３０～６０ｍｍに設定され、詳述すると例えば３５～５０ｍｍ
に設定されている。また、支柱部（７）の直径は、例えば５～１５ｍｍに設定され、詳述
すると例えば８～１２ｍｍに設定されている。
【００２９】
　また、図１、図３～図５に示すように、基板部（２）の各交差部（４）を中心に隣接す
る４個の支柱部（７）（７）（７）（７）の少なくとも上部は、断面十字状の第１連結リ
ブ部（８）により互いに一体に結合されており、これにより、４個の支柱部（７）（７）
（７）（７）が第１連結リブ部（８）を介して互いに結合されてなる支柱部結合体（９）
が、基板部（２）の各交差部（４）に形成されている。本実施形態では、第１連結リブ部
（８）はその下部に後記第１挿通孔（１２）が設けられており、そのため、４個の支柱部
（７）（７）（７）（７）の上部及び下部のうち上部だけが第１連結リブ部（８）により
互いに結合されている。
【００３０】
　第１連結リブ部（８）の肉厚は、支柱部（７）の直径以下に設定されており、例えば２
～９ｍｍに設定されており、詳述すると例えば４～７ｍｍに設定されている。また、第１
連結リブ部（８）により互いに結合された支柱部（７）（７）の中心間隔は、例えば１５
～３５ｍｍに設定されている。
【００３１】
　第１連結リブ部（８）の高さは、支柱部（７）の高さよりも低く設定されている。本発
明では、第１連結リブ部（８）の高さは、支柱部（７）の高さａよりも例えば２～１０ｍ
ｍ低く設定され、詳述すると例えば３～７ｍｍ低く設定されている。すなわち、図４にお
いて、支柱部（７）と第１連結リブ部（８）との間の高さ差ｂは、例えば２～１０ｍｍに
設定され、詳述すると例えば３～７ｍｍに設定されている。
【００３２】
　さらに、基板部（２）の各筋部（３）に沿って隣接する支柱部結合体（９）の下部同士
が、筋部（３）に沿って筋部（３）に一体形成された壁状第２連結リブ部（１０）により
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互いに結合されている。これにより、基板部（２）の網目開口部（５）毎に、第２連結リ
ブ部（１０）により区画された断面四角形状（詳述すると断面正方形状）の区画室（１１
）が形成されている。第２連結リブ部（１０）の肉厚は、支柱部（７）の直径以下に設定
されており、本実施形態では支柱部（７）の直径と同寸に設定されている。
【００３３】
　各第２連結リブ部（１０）の高さは、支柱部（７）及び第１連結リブ部（８）の高さよ
りも低く設定されている。第２連結リブ部（１０）の高さについて具体的に示すと、図４
に示すように、第２連結リブ部（１０）の高さｃは、支柱部（７）の高さａよりも例えば
１５～３０ｍｍ低く設定され、詳述すると例えば１７～２５ｍｍ低く設定されている。
【００３４】
　各第１連結リブ部（８）の下部には、該第１連結リブ部（８）を介して隣接する４個の
区画室（１１）（１１）（１１）（１１）を互いに連通する第１連通孔（１２）が設けら
れている。
【００３５】
　この第１連通孔（１２）の形成方法について説明すると、基板部（２）の各交差部（４
）の下面に、第１連結リブ部（８）の肉厚よりも大きな直径の横断面円形状の凹部（１３
）が、交差部（４）の下面から第１連結リブ部（８）の高さ方向中間部の深さまで形成さ
れることにより、各第１連通孔（１２）が第１連結リブ部（８）の下部に形成されたもの
である。したがって、凹部（１３）と第１連結孔（１２）とは互いに連通した状態になっ
ている。このように第１連通孔（１２）を形成することにより、第１連通孔（１２）の形
成を容易に行うことができる。凹部（１３）の直径は、例えば１０～２５ｍｍに設定され
ている。
【００３６】
　本実施形態の保護板（１）は、図６に示すように、芝（２０）を植え付ける地面に複数
個敷設されて使用されるものである。保護板（１）の下側には、砕石層（２２）又は砂層
が設けられており、これにより芝（２０）に散水した水の排水性が高められている。保護
板（１）の各区画室（１１）内には、客土（２１）が入れられるとともに芝（２０）が植
生している。
【００３７】
　而して、本実施形態の保護板（１）は次の利点がある。
【００３８】
　すなわち、図４及び図５に示すように、保護板（１）の支柱部（７）の高さが等しいの
で、各支柱部（７）の高さが異なることで各支柱部（７）に荷重が不均一に加わる不具合
を防止できる。
【００３９】
　さらに、図１及び図３に示すように、基板部（２）の各交差部（４）を中心に隣接する
４個の支柱部（７）（７）（７）（７）が第１連結リブ部（８）により互いに結合される
ことにより、支柱部結合体（９）が形成されているので、１個の支柱部（７）よりも高い
強度を有する支柱部結合体（９）を形成することができる。しかも、４個の支柱部（７）
（７）（７）（７）は、その上部が第１連結リブ部（８）により互いに結合されているの
で、支柱部結合体（９）の上部の強度は非常に高くなっている。
【００４０】
　さらに、基板部（２）の筋部（３）に沿って隣接する支柱部結合体（９）の下部同士が
、筋部（３）に沿って形成された第２連結リブ部（１０）により互いに結合されているの
で、各支柱部結合体（９）は第２連結リブ部（１０）により補強されており、これにより
支柱部結合体（９）の強度が更に高められている。その結果、例えば自動車の発進時や停
止時の負荷により支柱部（７）や支柱部結合体（９）が折損する不具合を防止できる。
【００４１】
　しかも、第２連結リブ部（１０）の高さｃが、支柱部（７）及び第１連結リブ部（８）
の高さよりも低く設定されている。そのため、各区画室（１１）内に植生した芝（２０）
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の匍匐茎（図示せず）等が第２連結リブ部（１０）の上側を通って隣りの区画室（１１）
に向かって横方向に伸びうるものとなる。これにより、芝（２０）が繁殖し易くなる。
【００４２】
　その上、第１連結リブ部（８）の下部に、該第１連結リブ部（８）を介して隣接する４
個の区画室（１１）（１１）（１１）（１１）を互いに連通する第１連通孔（１２）が設
けられている。そのため、各区画室（１１）内に植生した芝（２０）の匍匐茎や根等が第
１連通孔（１２）を通って隣接する区画室（１１）に向かって横方向に伸びうるものとな
る。これにより、芝（２０）が更に繁殖し易くなる。
【００４３】
　もとより、基板部（２）は格子状なので、区画室（１１）内に植生した芝（２０）に散
水した水を基板部（２）の網目開口部（５）から排出することができる。
【００４４】
　さらに、第１連結リブ部（８）の高さが支柱部（７）の高さａよりも低く設定されてい
る。したがって、保護板（１）上に歩行者や車両等が存在する場合において、歩行者の靴
底や車両の車輪等は、支柱部結合体（９）の４個の支柱部（７）（７）（７）（７）及び
第１連結リブ部（８）のうち、支柱部（７）の上面には当接するが、第１連結リブ部（８
）の上面には当接しない。そのため、歩行者の歩行時や車両の発進・停止時などに、芝（
２０）の葉が第１連結リブ部（８）の上面と靴底や車輪等との間で擦れて切断され芝（２
０）の繁殖が阻害されるという問題を解消することができ、これにより芝（２０）が更に
繁殖し易くなる。
【００４５】
　さらに、本実施形態の保護板（１）においては、第１連結リブ部（８）は、その下部に
第１連通孔（１２）が設けられた分だけ強度が低下している。しかしながら、上述したよ
うに、歩行者の靴底や車両の車輪等は、第１連結リブ部（８）の上面には当接しないので
、歩行者や車両等からの荷重は、支柱部（７）に直接加わり、第１連結リブ部（８）には
直接加わらないものとなる。これにより、第１連結リブ部（８）に加わる荷重を低減する
ことができ、もって、歩行者や車両等からの荷重による第１連結リブ部（８）の破損を防
止することができる。
【００４６】
　さらに、基板部（２）の各交差部（４）の下面に、凹部（１３）が第１連通孔（１２）
と連通した状態に設けられているので、区画室（１１）内に植生した芝（２０）の根が第
１連通孔（１２）及び凹部（１３）を順次通って下方向に延びうるものとなる。これによ
り、芝（２０）が更に繁殖し易くなる。さらに、芝（２０）に散水した水を、基板部（２
）の網目開口部（５）から排出するだけではなく、更に第１連通孔（１２）及び凹部（１
３）を順次通って凹部（１３）開口からも下方向に排出することができる。これにより、
水捌けを良くすることができる。
【００４７】
　図７は、本発明のもう一つの実施形態に係る地被植物保護板（１）を示す図である。
【００４８】
　この保護板（１）では、第２連結リブ部（１０）の下部には、該第２連結リブ部（１０
）を介して隣接する２個の区画室（１１）（１１）を互いに連通する第２連通孔（１４）
が設けられている。
【００４９】
　この保護板（１）の他の構成は、上記実施形態の保護板と同じである。
【００５０】
　この保護板（１）によれば、第２連結リブ部（１０）の下部に第２連通孔（１４）が設
けられているので、各区画室（１１）内に植生した芝（２０）の匍匐茎や根等が、第２連
結リブ部（１０）の上側だけではなく更に第２連通孔（１４）を通って隣の区画室（１１
）に向かって横方向に伸びうるものとなる。これにより、芝（２０）がより一層繁殖し易
くなるという利点がある。
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【００５１】
　なお本発明では、図示していないが、基板部（２）の各筋部（３）の下面における各第
２連結リブ部（１０）下側位置に、凹部（図示せず）が第２連通孔（１４）と連通した状
態に設けられていても良い。この場合には、区画室（１１）内に植生した芝（２０）の根
が第２連通孔（１４）及び凹部を順次通って下方向に延びうるものとなる。これにより、
芝（２０）が更に繁殖し易くなる。しかも、芝（２０）に散水した水を、第２連通孔（１
４）及び凹部を順次通って凹部開口からも下方向に排出することができる。これにより、
水捌けを更に良くすることができる。
【００５２】
　以上で本発明の幾つかの実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に示したもので
あることに限定されるものではなく、様々に変更可能である。
【００５３】
　例えば、本実施形態では、保護板（１）は、地被植物として、芝（２０）等の匍匐性植
物を保護するために使用されるものであるが、本発明はこれに限定されるものではなく、
芝以外の地被植物を保護するために使用されるものであっても良い。
【００５４】
　また本実施形態では、保護板（１）の基板部（２）は、格子状であるが、本発明では、
基板部（２）は格子状であることに限定されるものではなく、その他に、例えば三角格子
状やハニカム状であっても良い。
【００５５】
　また本発明では、保護板（１）の周縁部等の所定部位に、他の保護板（１）と連結する
連結手段（連結片等）が設けられていても良い。
【００５６】
　もとより本発明では、保護板（１）の各部位の寸法は、上記実施形態で示した寸法であ
ることに限定されるものではない。
【００５７】
　また本発明では、保護板（１）を長さ方向又は／及び幅方向に複数個に分割切断し易く
するための、低強度部からなる切断予定部が保護板（１）に予め形成されていても良い。
この場合には、敷設場所の広さに合うように保護板（１）を切断予定部で複数個に分割切
断して使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、公園、庭、駐車場、ヘリポート、ゴルフ場等に植え付けられる芝等の地被植
物を歩行者や車両等の踏圧による損傷から保護するために、地被植物の植え付け地に敷設
して使用される地被植物保護板に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る地被植物保護板の平面図である。
【図２】図２は、同保護板の下面図である。
【図３】図３は、図１中のＸ部分の拡大斜視図である。
【図４】図４は、図１中のＹ－Ｙ線断面図である。
【図５】図５は、図１中のＺ－Ｚ線断面図である。
【図６】図６は、同保護板の使用状態を示す断面図である。
【図７】図７は、本発明のもう一つの実施形態に係る地被植物保護板における図３に対応
する拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００６０】
１…地被植物保護板
２…基板部
３…筋部



(9) JP 2009-5606 A 2009.1.15

10

４…交差部
５…網目開口部
７…支柱部
８…第１連結リブ部
９…支柱部結合体
１０…第２連結リブ部
１１…区画室
１２…第１連通孔
１３…凹部
１４…第２連通孔
２０…芝（地被植物）

【図１】 【図２】
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